
チューリップ 

（思いやり・真実の愛）  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

２月号 No393 

令和２年度 ぼらんてぃあだより２月号 

 前号でお伝えしましたが、第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の重点

取組の一つで掲げられている「ボランティア活動の促進」として、11 月より豊

田市社協ボランティアセンター運営委員会が設置されました。さらに、ボラン

ティアセンターを広く知っていただくきっかけとして、この度ボランティアセンタ

ーの看板を豊田市福祉センターや各支所・出張所に掲げることになりまし

た。 

 看板がみなさんの目に触れることで、各窓口で『ボランティア』の相談ができ

ることを知ってもらい、『ボランティア』に関わるきっかけになるようにしていき

たいと思います。 
 

看板設置場所 

・豊田市福祉センター ２階窓口 

・豊田市社協６支所（旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡） 

・豊田市社協４出張所（上郷、猿投、高岡、高橋・松平） 
 

各窓口では、どんなことで利用できるの？ 

①ボランティア相談を受け付けています！ 

  例えば… 

「ボランティア活動を始めたいので、活動先を紹介し

てほしい」 

「（お金や食べ物・衣服等の物品の）寄付をしたい。

寄付の方法や寄付先について教えてほしい」 

「一緒にボランティアをしてくれる仲間を募集したい。募集方法について教

えてほしい」 

「地域のイベントを行うのに手伝ってくれるボランティアを探したい」 

などの相談がありましたら、お気軽にお問合せまたは、お越しください。 

②ボランティア登録・保険加入の手続きができます！ 

③ボランティア関連の情報を受け取ることができます！ 

例えば… 

・ボランティア助成金の紹介（ボランティア団体設立時

や活動費・団体運営費などに対して様々な企業や

財団等の助成があります。） 

・ボランティア講座・勉強会の紹介 

・市内で活動しているボランティアの紹介 
 

看板のお披露目 

２月 13 日（土） 住民のための地域福祉活動実践セミナーにて、お披露目

させていただき、各窓口では、その翌週から新しい看板でみなさんをお出迎

えします。 

◎問合せ  豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載） 

ボランティアセンターの看板を 

設置します！ 

 

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ① 

＊今月の花＊ 

＊今月の花＊ 

互いに思いや 

りの気持ちを! 

《新しい看板デザイン》 

こ
の
看
板
を
見
か
け
た
ら
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
！ 

ボランティア 
情報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

令和２年度 ぼらんてぃあだより２月号 

令和３年度ボランティア登録・活動保険について！ 
 

令和３年度（令和３年４月１日～令和４年３月 31日）のボランティア登録、ボランティア活動保険の申込み受付

を令和３年３月１日（月）から豊田市社会福祉協議会の受付窓口にて開始します。豊田市福祉センターは、３月

１日（月）が休館のため、３月２日（火）から開始します。 

ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中にボランティア活動者自身がケガをした（傷害事

故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償するもので

す。ボランティアをしている方、これから始めたい方、ぜひボランティア登録・ボランティア活動保険の加入をご検

討ください。 

※保険加入には、ボランティアセンターへの登録が必要です。 

※１名について１口のみの加入になります。複数のボランティア団体に所属している場合でも、いずれか一つの

団体で加入されれば、加入した団体以外のボランティア活動での事故も補償されます。 
 

■補償期間 

令和３年４月１日午前０時から令和４年３月 31日午後 12時まで 

※途中加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償されます。 
 
■保険加入に必要なもの 

・加入申込書（社協窓口で配布） 

・ボランティア登録用紙（社協窓口で配布） 

・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑） 

・保険料 

・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名 

（加入者名・加入プランが記載されている名簿の添付でも可） 
  

■その他 

・補償金額、補償内容などの詳細については、社協窓口で配布のパンフレットでご確認をお願いします。 

・令和２年度の保険の補償期間は令和３年３月 31日で終了します。 
  

◎問合せ  豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載） 

ボランティアセンターへの相談 事例紹介 

～誰もが活躍できるボランティア活動～ 

Aさん  20代男性  精神障がいを持っていて、生活保護を受給している。 
 
経 緯   

Aさんを担当している生活保護ワーカーより、「障がいがあるということから、なかなか働けず日中家にい

ることが多い A さんについて、年が若いので将来的に働くことを考えて、社会参加のきっかけとして出かけ

る場を探している。」との相談がありました。ボランティアセンターから、誰でも気軽に参加できる傾聴ボラン

ティア主催のサロンを提案したところ、ちょうど A さんの自宅近くで開催されることもあり、A さんは参加する

ことになりました。そこでは、傾聴ボランティアと何気ない話をする時間を過ごされました。 
 
その後…  

サロンでボランティアと関わった A さんは、さらに、「自分でもできるボランティア活動を始めたい」と希望

され、月１回のペースで、環境整備のボランティア活動に参加しています。 

定期的に外に出て、ボランティア活動に継続的に参加することで、A さんの将来につながっていくことが

次の目標になっています。 

 ◎問合せ  豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページ記載） 

 

今年度加入いただいた方へは、2月下旬に送付します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ③ 

①クイズの答え 
②氏名 
③郵便番号・住所 
④電話番号 
⑤年齢 
⑥職業 
⑦「ぼらんてぃあだ
より」の入手方法 

⑧「ぼらんてぃあだ
より」で取り上げ
てほしい内容、ご
意見・ご感想など 

63 〒471-0877 

 

豊田市錦町 1-1-1 

 

豊田市社会福祉協議会 

ボランティアセンター 

「クイズコーナー」係 

はがきにクイズの答えと必要事項を全てご記入

のうえ、ご応募ください。 

クイズの正解者の中から抽選で３名の方に

「500円分の図書カード」をプレゼントします。 

    【12 月号の正解】 

 

 

３月 15 日締切（当日消印有効） 

「ぼらんてぃあだより」は

ホームページでも閲覧 

することができます！ 

 

【問題】謎解き！下のイラストの「？」に 

入るものは何でしょうか？ 

 

社協登録ボランティアグループ紹介！ 

『浄水里山づくりの会』の代表・菅野さんと副代表・茨さんやメンバーのみなさんにお話を伺いました。 
 

活動日、活動場所、活動内容について教えてください。 

毎月第２土曜日の午前に、浄水北小学校に隣接した自然体験林の整備等を行っています。自然体験林の中

で、地域住民や浄水北小学校の子どもたちが安全に過ごせるように、遊歩道の管理や修繕、木々の整備をして

います。また、学校の授業にゲストティーチャーとして呼ばれ、自然学習をしたり、５年生のキャンプの前にまき割

り体験をして、子ども自身がキャンプで使う薪を作ること等も行っています。 
 

活動を始めたきっかけを教えてください 

浄水北小学校が平成 26年４月に設立される以前に、市学校づくり推進課が地域

住民に呼びかけて「どんな学校にしていきたいか」というテーマでワークショップを

実施しました。そのときに隣接する森林等をどうしていこうかという話合いを重ね、

せっかくあるので活かして、子どもたちが勉学だけでなく様々な体験ができたり、地

域住民も利用できるようにしていこうと、有志で立ち上がりました。わくわく事業を活

用して活動しています。 
  
どんな時にやりがいを感じますか？ 

子どもたちが休み時間に安全に遊べることを配慮した整備を心がけています

が、自然の中の危険を察知する良い場にもなっていると思います。自分の地域

の子どもたちに、多くの体験や学びをしてもらいたいと活動をしています。今は、

伊保川の水辺の整備も進め、今後は水辺の学習もできるようにと考えています。 
 

メンバー募集 募集条件等はありません。20歳から 80代まで幅広い世代で活動しています。 

お気軽にご参加ください！ 

◎問合せ  豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載） 

ご応募ありがとうございました。当選者につきましては、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます 

② 塩 

令和２年度 ぼらんてぃあだより２月号 

× × ＝36 

＋ ＋  ＝ ？ 

× ×  ＝72 

× ＝16 

12 月の問題： 

冬の寒い時期に、道路に積もった雪を溶かすためにまくものは？ 

遊歩道の整備 

メンバーでパチリ★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア作業のお知らせ 

令和２年度 ぼらんてぃあだより２月号 

豊田市福祉センター３階交流コーナーでは、様々な催しを行っています。 

どなたでも予約なしで参加できます。お気軽にお越しください！ 

ボランティア作業 

ぼらんてぃあだより発送作業 

（たよりを折って封筒に入れるボランティア作業） 

毎月中旬～下旬（曜日不定） 午前 10時～正午 

★３月 25日（木） 

★４月 21日（水） 

★５月 21日（金） 

使用済み切手整理作業 

（使用済み切手の周りを切るボランティア作業） 

毎月第１木曜日 午前 10時～正午 

★３月４日（木） 

★４月１日（木） 

★５月６日（木） 

 豊田市福祉センター３階交流コーナーにて行っています！ 

Facebook  https://www.facebook.com/ToyotaShakyoVolunteerCenter 

□■ ぼらんてぃあだよりに関するお問合せ ■□ 

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（豊田市福祉センター２階） 

〒471-0877 豊田市錦町１丁目１番地１ ※日・月曜日、祝日はお休みです。 

電 話 (0565)31-1294 FAX (0565)33-2346 メール vc@toyota-shakyo.jp 

ホームページ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/ 

「ぼらんてぃあだより」の発行には共同募金の配分金が使われています。 

Facebook QR コード 

豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！ 
 
 

 
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカーの貸出

を行っています。ボランティア活動に必要な事務用品等の保管場所としてロッカーを利用できます。 
 
■設 置 数  20個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm） 
 
■利用対象  概ね月１回以上豊田市福祉センターを利用している 

  「豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体」 
 

■利用期間  令和３年４月１日～令和４年３月 31日の１年間 

  ※利用状況に空きがある場合は、年度途中からの利用も可能です。 
 

■利用個数  １団体につき１ロッカーを原則とします。 

  ※利用希望団体が 20を超えた場合は、公開抽選で決定します。 
 
■利 用 料  無料（グループで責任を持って利用・管理してください。） 
 
■ル ー ル  物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に 

限ります。 
 
■申 込 み  令和３年２月 20日（土）午後５時までに申請書を提出してください。 
 
■そ の 他  申請書をご希望の方は下記連絡先までご連絡ください。 

※令和２年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、案内を送付します。 
 
◎問合せ・申込み  豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載） 

 

④ （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

https://www.facebook.com/ToyotaShakyoVolunteerCenter

